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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 第４回電気料金審査専門小委員会 

 

日時 平成25年７月26日（金）12：00～13：30 

場所 経済産業省本館地下２階講堂 

 

１．開会 

○片岡電力市場整備課長 

 それでは、定刻になりましたので、第４回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電

気料金審査専門小委員会を開催させていただきます。 

 本日は、ご多忙のところ、委員及びオブザーバー各位におかれましては、ご出席いただきまし

てまことにありがとうございます。 

 北海道電力からは、説明者として酒井取締役副社長にご出席いただいております。 

 では、以後の議事進行は安念委員長にお願いいたします。 

 

２．北海道電力株式会社の供給約款変更認可申請に係る査定方針案（案）について 

○安念委員長 

 どうもありがとうございます。 

 お忙しい中ご参集をいただきましてありがとうございます。どうぞよろしかったら上着をおと

りください。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。本日は北海道電力の査定方針案につ

いて議論を行います。また、国民の声としてお寄せいただきました133件のご意見は、７月16日

の第２回電気料金審査専門小委員会で意見そのものを配付した上で、ホームページにも公開して

おりましたが、今回は査定方針案を作成するに当たり、いただいたご意見に回答を付して公表す

る予定でございますので、今回は回答案を事務局にまとめていただいており資料４として配付し

ております。 

 それでは、まず査定方針案の案について事務局から一通りご説明をいただきまして、３人１組

のチームから補足のご説明がありましたらそれをしていただきたいと思います。 

 それでは、まず片岡課長から。 

○片岡電力市場整備課長 

 お手元の資料３をごらんいただければと思います。査定方針案の案であります。 

 まずめくっていただきまして３ページに審議の経緯を書いております。去る４月24日付で北海
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道電力株式会社から認可申請が出されております。翌日25日の第25回電気料金審査専門委員会以

降きょうまで８回の開催になります。審議におきましては、消費者団体、中小企業団体、消費者

庁からもオブザーバーとしての参加を得ております。また、公聴会及び国民の声を募集し、随時

議論に反映してきたところでございます。 

 ６月14日の第31回審査専門委員会以降、委員が３人１組になりまして査定方針の検討を行って

いただきました。委員から事務局などに対するヒアリングは延べ101回、約100時間実施しており

ます。経済産業省はそれとは別に立ち入り検査も行っております。委員は事務局に対しまして査

定方針に係る資料の作成を指示し、指摘を踏まえまして修正をして確認を受けたということであ

ります。 

 ５ページ、中身に入っていきますけれども、基本的な考え方であります。６ページに概要があ

りますけれども、まずこの申請が電気事業法第19条１項に基づく申請でありますけれども、算定

規則や審査要領といったようなものに照らしまして、「料金が能率的な経営の下における適正な

原価に適正な利潤を加えたものであること」という電気事業法の要件に、合致するかどうかを見

ていただきました。 

 具体的には、値上げのときには原価に入れることは適当でないという費用として広告宣伝費、

寄附金、団体費等については認めない。それから既に契約をしたもの、あるいは法令に基づき算

定される費用については、事実関係や算定方法の妥当性を確認する。他方で、今後契約を締結す

るもの、契約交渉を行うものにつきましては、以下の方針ということで北海道電力は、入札の実

施の有無にかかわらず７％の調達価格の削減を織り込んで申請をしております。 

 関西、九州の申請の際には、発注価格を決める際の主要な構成要素の一つであります委託人件

費について東京電力と比較をしまして、おおむね同水準ということを確認した上で東電と同じ

10％の削減を織り込んで査定を行いました。東北、四国につきましても先般ご議論いただきまし

たけれども、同じ考え方を適用し東北については10％、四国電力についてはここに書いています

理由によりまして10.5％の削減を求めたところでございます。 

 北海道電力につきましても基本的には関西、九州と同様の考え方を適用するということで、主

要な構成要素の一つであります委託人件費につきまして確認しますと、東電とほぼ同水準と確認

できましたので、東電、関電、九電同様７％ではなくて10％の削減を求めることが適当であると

いうふうにしたところであります。 

 次のページですけれども、子会社に対しましても同様に一般管理費等について10％の削減を求

めるということであります。 

 以降、人件費等の費用につきましては、メルクマールの方針に基づきまして査定を行っており
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ます。 

 関西、九州、東北、四国と違うところを中心にご説明したいと思います。 

 まず人員計画でありますけれども、13ページをごらんいただければと思います。他の電力会社

も行いましたけれども、⑤で他の一般電気事業者と生産性の比較を行っております。１人当たり

の契約口数及び売上高、これは10社平均より高いけれども、販売電力量は10社平均より低い数字

にあるということであります。 

 この要因としましては、口数に比して販売電力量が少ないというようなことでありますとか、

自由化部門の需要が少ない地域であるといったことが考えられます。また、他電力と比較して他

社の受電量が少ない、あるいは送電線等の流通設備が多いといったような北海道電力の事情を勘

案しますと、発電部門の１人当たりの発電量でありますとか、流通部門の１人当たりの設備数で

ありますとかこうしたものにつきましては、10社平均を上回るか遜色ない数字になるというふう

に確認されましたので、生産性による人員数の削減を原価上求める必要はないということではな

いかということであります。 

 15ページでありますけれども、役員数につきましては前回の改定時と同数でありますけれども、

他電力に比べますと少ない数となっております。また、役員報酬の水準でありますけれども、こ

れにつきましてはこれまでの議論の結果、国家公務員の指定職並みの水準ということで既にメル

クマールが決まっておりますので、これを適用するということであります。 

 17ページ、従業員の１人当たりの年間給与であります。これにつきましても基本的な考え方は

関電、九電のように整理をされております。②の一般的な企業の平均値と③の公益企業の平均値、

それを学歴等で補正したもの、これの単純平均を行う。さらに18ページの地域補正を行うという

ことであります。北海道電力が用いています地域補正の係数でありますけれども、これが18ペー

ジの２つ目のポツでありますが、地域の物価水準と見比べても大きな変わりは見られず、そのほ

うが低いということで、妥当ではないかということであります。その他、顧問・相談役の人件費

は原価算入されていないことを確認しております。 

 20ページ、基準外賃金については、電力会社の平均を下回っているということを確認しており

ます。 

 21ページで出向者の給与につきましては、本体に関係が深いものに限って原価算入をされてい

ることを確認しているということであります。 

 23ページ、退職給与金であります。これも関西、九州の際に人事院の調査、あるいは中央労働

委員会の調査の結果の標準で見たときの退職金等給付水準、これを上限にするということであり

まして、関西、九州のときに23ページの表にありますが、2,498万円でした。北海道電力の申請
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は2,494万円ですので若干下回っているわけでありますけれども、24ページ、これは議論いただ

きましたけれども、社員の年金資産の運用につきまして申請上、その期待運用収益率がゼロ％と

いうふうに設定されておりますけれども、過去の収益率の設定、あるいは他社の設定水準を踏ま

えれば２％と設定することが妥当であるということであります。 

 25ページ、法定厚生費につきましては、これも関西、九州のときと同様に健康保険料の事業主

負担割合、これについて27年度末に53％にしていくということであります。 

 一般厚生費ですけれども、26ページ、1,000人以上の企業の平均値ということで経団連の企業

の比較、これを行いますと、その平均値よりも下回っているということであります。 

 それから次に、27ページ、雑給でありますけれども、これは一般電気事業者の販売電力量当た

りの単価と見比べまして、それと同水準になっているということで妥当であるということであり

ます。 

 28ページ以降は燃料費であります。31ページに結果を書いております。北海道電力の場合には

ＬＮＧの購入がございませんので石炭と石油だけになります。石炭につきましては31ページの１

つ目のポツで書いていますけれども、原価につきましては全日本の通関ＣＩＦ価格よりも471円

割安ということで織り込まれておりますので、これは先行他社に比べましても低い水準になって

おります。 

 他方で３つ目のポツでありますけれども、亜瀝青炭の導入による効率化努力、今回申請には入

っておりませんが、専門委員会におきまして北海道電力から、27年度上期から最速で導入が可能

というふうに説明がされておりますので、当該取り組みによる期待額を27年度以降織り込んで原

価を減額すべきであるということであります。 

 国内炭につきましても議論がありましたけれども、契約改定がありますが、現行価格据え置き

ということは、ここに書いていますような事情を鑑みますと妥当であるということではないかと

いうことであります。 

 32ページは石油でありますけれども、重油につきましてチャンピオン交渉における決定価格を

もとに算定されていると、あるいは指標価格を適用して算定されているということで、これは他

電力と同様のやり方でありますけれども、申請は妥当であるということであります。 

 その他、核燃料費につきましても、法令に基づき適切に計上されているということを確認した

ということであります。 

 続きまして、購入・販売電力料であります。36ページでありますけれども、メリットオーダー

の確認に加えまして、今回議論になりましたけれども、大規模な発電所建設に伴います原価の低

減努力ということで供給予備力を確認しましたところ、８％を確保してもなお相対的に見て高い
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水準にあるということが確認されております。 

 北海道電力におきましては、規模の経済性を発揮させるために大規模な発電所を建設すると、

需要が伸びてくるまでの間におきましては、予備率が高目になっているということでありますけ

れども、この高目の予備率の間、これにつきまして取引所を活用して販売をしたと仮定した場合

にどのような利益が出るかということを、これは四国電力でやったことと基本的に同じですけれ

ども、算定をいたしまして、その想定される利益額、これにつきまして原価から減額すべきであ

るということであります。 

 以降、常時バックアップ等につきましては、先行他社と基本的に同じ査定方針になってござい

ます。 

 41ページ以降、設備関係費用であります。レートベースにつきまして45ページに前提計画があ

りますけれども、予備率の高さ、これにつきましては、先ほどのとおり取引所を活用するという

ことで高い予備率を説明するということであります。 

 それから特別監査の結果、真に必要なものということで、送電線のあいているものであります

とか、社宅の空き室でありますとか、こうしたものについてはカットしていくということについ

ては、他社と同様であります。 

 47ページの特定投資につきましても、基本的に先行他社と同様の考え方であります。 

 48ページ、加工中等核燃料資産でありますけれども、原子力の稼働率が低下していることに伴

いましてウランの在庫が積み上がっているということでありますけれども、安定供給を確保する

ために必要な最低限の在庫年数を超えている部分、これにつきましては、今回いろいろな契約の

見送りでありますとか、そうしたことを前提に必要な在庫水準まで削減するということを前提に、

原価を算定するということであります。 

 以降、再処理の前払い金でありますとか、その次のページ、運転資本、固定資産除却費等につ

きましては、先行他社と同様になってございます。 

 事業報酬率であります。56ページに検討の結果を載せておりますけれども、関西、九州の際に、

電気事業のリスクを反映させる観点から２年程度の一定の長期間をとるべきということで、3.11

から審査専門委員会での査定方針取りまとめ日までということを、妥当としたところでありまし

て、東北、四国におきましても同じことを今回しております。北海道も同様とすべきということ

でありまして、（５）でありますけれども、これにより計算されますと直近ですけれども、

2.9％になりまして申請どおりということになってございます。 

 60ページからは修繕費であります。63ページにまず修繕費率の妥当性ということで、メルクマ

ールの観点からは過去の修繕費の比率、これは簿価に対します修繕費の支出割合でありますけれ
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ども、直近５年間で見たところ、そのメルクマールの範囲におさまっているということを確認し

ております。 

 他方で、63ページの２．になりますけれども、北海道電力におきましては前回改定時以降、大

規模な原発が運転開始して簿価が大きくなっているということ、それから前回改定に比べますと

大幅に火力の修繕費が増加しているということでご議論になりました。これにつきましては、火

力修繕費の増加分につきまして過去10年間にさかのぼって、実績をもとに経年化による増加分、

これを回帰分析をいたしまして、その増加分でありますとか、あるいは定検を24年度は先送って

いると、それをこの期間に行わざるを得ないということを考慮してもなお過大と認められる部分

については、原価から削減すべきであるというふうにしております。 

 また、64ページ、災害復旧修繕費につきましては、関西、九州の際に、過去10年間を基本とし

ながらも最大、最小を除くという考え方を明らかにしておりますけれども、これを北海道電力に

もあてはめましたところ、申請値はそれを下回っているということであります。 

 公租公課、次の66ページ、あるいは69ページのバックエンド費用、これにつきましては、算定

規則でありますとか、それらの法律に基づいて算定されているということを確認したということ

であります。 

 なお、75ページの再処理費用にも含まれます広告宣伝費、寄附金、団体費、これにつきまして

は、他電力と同様に原価からカットするということであります。 

 76ページからその他経費・控除収益であります。非常に細かい項目が並んでおりますけれども、

83ページであります。廃棄物処理費でありますとか消耗品費、託送料、委託費、普及開発関係費、

云々かんぬんとありますが、これにつきましては、基本的考え方で10％の調達削減を求めるとい

うことですので、それを適用するということであります。 

 それ以外に個別の項目につきましては、例えば借地借家料におきまして入居率が90％を下回っ

ている部分についてはカットするでありますとか、あるいはその地域の単価を上回っている部分

はカットしますでありますとか、そうした考え方については他電力と同様であります。 

 84ページで個別の問題ですけれども、顧問に係る社宅の費用については原価から除く、あるい

はショールームのような販売促進的なものについては原価から除くということであります。 

 この委員会でも議論がありましたけれども、84ページの（８）委託費であります。情報システ

ムの関連費用が今回申請上はふえておりますけれども、お客様系システム（需要家との契約や料

金計算、請求などの業務を処理するシステム）に係るホスト計算機からオープン系への更新費用、

これにつきましては、値上げの状況であるということ及び、システム改革の詳細制度設計が今後

行われるということから、緊急性のあるもの以外については原価から減額すべきであるというこ
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ととしております。 

 85ページで普及開発費におきまして販売促進的なものについては原価算入されておりませんけ

れども、節電や省エネ推進を目的としたものであっても、販売促進的な側面が強いものについて

は原価から除くべきということは、他電力と同様であります。 

 また、86ページの研究費につきましても、他電力と同様の考え方で個別に見ていくということ

であります。 

 87ページ、団体費でありますが、これも諸会費でありますとか電力系統利用協議会、こうした

費用については他電力と同じもの、それ以外についても妥当性のあるものは認めると、他方で、

中央電力協議会につきましては原価から除くべきであるということにしております。 

 89ページに飛びますけれども、ＩＰＰの解約に伴う違約金についてこの場でも何度か議論にな

りました。申請におきましては、通常発生しない極めてまれな事象に伴う収益であるということ

で、特別利益として計上されておりまして原価には織り込まれておりませんが、下のポツで書い

ていますような他の事例を踏まえますと、電気事業の運営に伴って通常発生するものに該当する

というふうに判断するということでありまして、会計規則上は雑収益として整理し、違約金に係

る収益につきましては原価から減額すべきであるという方針にしております。それ以降につきま

しては基本的に他電力と同じであります。 

 92ページ以降でスマートメーターについて記載しております。調達のあり方、あるいは計画に

つきましては、北海道電力がこの場で説明した内容を書いております。 

 また、94ページでスマートメーターの単価でありますけれども、補償用電池込みで１万2,200

円で申請されておりますけれども、東電の査定単価であります１万300円を基準に算入を認める

ことが適当であるということであります。したがいまして他電力同様、電池につきましては原価

算入を認めるべきではないということであります。 

 その他、スマートメーターの活用におきますメニューの件につきましては、ここで表明した内

容、あるいはさらにメニューの工夫をしていくべきということを書かせていただいております。 

 95ページ以降、費用の配賦、レートメークであります。基本的には算定規則等にのっとって行

われているかの確認でありますけれども、98ページで個別原価計算におきましては総原価の92％、

これが固有費もしくは直課で配分されているということで妥当であるということであります。 

 それから続きまして、104ページのレートメークですけれども、基本料金、従量料金の設定で

あります。従来に比べますと固定費がふえている面はありますけれども、泊３号機を含めて全機

が停止しているということに伴います火力燃料費の増加というのが、値上げの要因になっている

のもありますので、基本料金を据え置いて従量料金を上げているという結果については妥当であ
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るということであります。 

 また、105ページの下のほうですけれども、３段階料金、今回省エネの観点もありまして格差

を拡大しておりますけれども、これについても妥当ではないかということであります。 

 106ページ、選択約款につきまして、他電力と同様にピーク対応料金メニューを設定しており

ます。また他方で、夜間の蓄熱の機器要件、こうしたものについては停止をするということにな

っております。早収・遅収料金の廃止についても他電力と同様であります。こうした周知活動を

丁寧にやっていただきたいということについても同様の書き方としております。 

 念のために資料の４に、国民の声でいただいたご意見に対する見解をまとめております。１ペ

ージめくっていただきますと概要を書いておりますけれども、４月24日から６月20日まで、公聴

会の日まで募集を行っております。結果、133件いただいておりますけれども、意見を分類しま

すと人件費に関するもの、それから燃料費に関するもの、さらにはオール電化の負担について見

直すべきといったご意見、さらには総括原価方式を見直すべき、あるいは原子力発電所の再稼働

を前提とした値上げには反対である、再生可能エネルギーの導入を促進すべきである、こうした

ご意見をいただいております。 

 次のページ以降に見解も記述しておりますけれども、基本的に料金の原価にかかわるものにつ

きましては、この審査専門委員会での査定方針案を抜粋して書かせていただいております。他方

で原子力発電所の再稼働の問題でありますとか、再生可能エネルギーの導入でありますとか、こ

うした問題につきましては審査専門委員会の範疇を超えますので、それにつきましては経済産業

省としての見解ということでまとめさせていただいております。 

 私からは、以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、個別審査を３人１組でしていただきましたので、それぞれのチームから補足のご説

明がありましたらお願いしたいと思います。 

 まず人件費、それからバックエンド費用、公租公課、設備投資関係、それから事業報酬につき

ましては、永田、南、山内、３先生のチームで作業をしていただきました。何か補足のご説明が

ありましたらどうぞお願いいたします。 

 永田先生、何かございますか。どうぞ。 

○永田委員 

 私どもの担当したところで議論がございましたのは、人件費の生産性のところでございます。

こちらにつきましては、１人当たりの販売電力量が10社の平均より若干低い水準であるというこ
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とですが、これは地域の特性ということで、契約口数に対して１契約当たりの販売電力量が低い

という数値的な背景もございます。それについては発電部門の１人当たりの自社発電電力量とか、

流通部門の１人当たりの流通設備数とか、ほかのメルクマールを参考にしまして生産性について

再度検証・検討いたしました。生産性については検討事項はあるものの、諸所の要因を考慮いた

しまして、人員削減等の原価上の措置を認めるものではないという結論に至りました。 

 それ以外については、基本的には規定に則って判断して、大きな事業報酬については前回東北

電力さん、四国電力さんと同じような適用期間についての議論がございましたけれども、これに

ついては他電力さんの今回の適用指針に基づきまして判断いたしました。 

 以上でございます。 

○南委員 

 今、永田先生がおっしゃったとおりですが、つけ加えるとすれば、年金資産の運用率がゼロ％

であるという申請について、原価算定のためにこれでいいのかどうかという点です。現実には運

用率がマイナスの年があったり、実際、会計上もゼロ％で積んでいるということは認識しつつも、

しかし、原価算定上果たしてゼロ％でいいのかどうかが議論になりまして、結論としてこのよう

な査定の結果になっているということです。あと設備投資関係では核燃料資産を、原発が動かな

かったこともあって若干過剰在庫になっている点についても問題になりまして、結果的に先ほど

片岡課長からご説明いただいたような結論になっているという点も、つけ加えさせていただきた

いと思います。 

 その他の点は、いろいろ議論もありましたけれども、永田先生がおっしゃったとおりの議論で

おさまっております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは次に、秋池、梶川、八田、３先生のチームには修繕費、それから購入・販売電力量、

それからその他経費についてご検討いただきましたが、何か補足をしていただくことはございま

すか。 

 梶川先生からいかがですか。 

○梶川委員 

 担当させていただいた項目の中では修繕費につきまして、これは今回は泊３号機の稼働という、

前回改定期から大きな設備投資があったということを踏まえまして、他の電力さんと少し違って

電源別に深掘りをさせていただいたということでございます。やはり査定させていただく中で基
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本的なルールに基づいてさせていただくわけですが、やっぱり実態面でいろいろ変化があるその

実態に応じた形で少し査定の考え方を整理し、各電力会社さんごとに適用していくという形が、

少しずつ定着してきたのではないかなというような気がいたします。 

 あわせてその関連、そういう電力会社さんの特殊なご事情という意味では、委託費に含まれて

いるシステム開発の部分も、これはいわゆる値上げというある状況の中で会社さん自身がシステ

ムを、さらなるクオリティーの高い顧客サービスという、これ自身に問題があるということを考

えたわけではございませんけれども、値上げの申請という中で少し緊急度を考えて査定を深化さ

せたというところだと思います。 

 この辺のところが、担当させていただいた中では印象に残ったところでございますけれども、

あとあわせてほかの先ほど担当ではない年金のお話なんかもありましたけれども、やはり会社が

行われる会計処理と、それからこの料金算定上の基本的な考え方というものをどのように、整合

性をとるべきものと、査定という少しフォワード・ルッキングした努力目標をお願いしたいとい

うところとを、今後どのように考えていくかなと、総括原価という特殊な値決めの中でどのよう

に発想していくかということは、今後のテーマとして考えさせられるところでございました。 

○八田委員 

 燃料の調達では、地域への配慮があると感じました。今回の査定をきっかけに、今後は長期的

な観点からどういう発電機を整備していくかということについては、余り過去の行きがかりに捉

われることなく使用燃料を選択していただきたいと思いました。今回はこの査定のとおりですけ

れども、将来にはいろいろ課題があるという実感を持ちました。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 その他の費目、すなわち燃料費、それからその他経費と控除収益、スマートメーター周り、費

用配賦、レートメークにつきましては、辰巳先生、松村先生及び私のチームで検討いたしました。

何か補足していただくことがありましたらお願いいたします。 

 辰巳委員、何かございましたら。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。 

 東北、四国さんのときにも申し上げたんですけれども、その他経費の中で例えば普及開発関連

とかスマートメーター関連というのは、非常に消費者に身近なものでもあるので、例えばスマー

トメーターにしても、本当に貴重な私たちにとってとても役に立つものをつけてくださろうとい
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うことになるんで、コスト負担というのはやむを得ないと思うんですけれども、それを有効に活

用できることを、さらにちゃんと普及・啓発していただきたいというふうに思っているんです。 

 そんな中で普及・啓発の費用等も、結構目立つ金額でしたものでばっさりと調整させていただ

きました。本当にこれは今回の値上げに必要な金額かということを、国民の声からも泊は要らな

いよとかいろいろな声があったと思うんですけれども、そうするとまたそれに対して復活折衝と

かもありまして、いろいろやりとりをさせていただいたというふうに思っています。 

 だからまさに言いたかったのは、お客様に対しては本当にきちんと説明をしていただきたいけ

れども、過剰なコストをかける必要な何もないと、でも、そういうちょうどお客様の目につくツ

ールでもありますもので、やっぱりそこのところでこれにこんなに経費をかけているのかという

ふうに、そういうのが伝わってしまいますもので、そこのところはきちんと値上げと情報提供の

バランスをとっておられることを、ちゃんと一緒に伝えていただけるといいなというふうに思っ

ておりました。 

 これは事務局へのお願いというか質問なんですけれども、項目の中に普及開発という単語が使

われているんですよね。それで開発のところ、ＰＲとかが、事業者のための広告とかは私たちは

よろしくないということで削除しているんですけれども、正しい自分たちの審査している内容と

この単語が、果たして整合ができるのかなとちょっと気がしたもので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○安念委員長 

 費目の名前については、省令を改正すればすぐにできることですので、それは事務局に検討し

ていただきましょう。 

 松村先生、何かありましたらどうぞ。 

○松村委員 

 自分の担当したところに限定して特につけ加えることはありません。力の及ぶ限りで最大限一

生懸命やりました。まだ見落としがあったと消費者の方からお叱りを受けることがあるかもしれ

ない。というよりも、全部完全に見るのは不可能なので必然的にあるかと思いますが、やれる限

りやりました。もうこれ以上力が及びませんでした。ごめんなさい。 

 しかし、全般にかかわって言いたいことがあるので、後ほど発言させていただきます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご説明は一通りいただいたといたしまして、今回の査定方針案（案）の中身につい
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てディスカッションをしたいと思います。どなたからでも、オブザーバーの方、それから北電さ

んからでも結構でございますので。 

 じゃ、まず先ほど予告しておられました松村先生から、一言口火を切っていただきましょうか。 

○松村委員 

 全体的なことを言うので、本当は最後がいいと思うのですが。 

○安念委員長 

 そうですか。じゃ、最後にしましょうか。どうしますか。 

 じゃ、ほかの方はいかがですか。 

 木谷さん、どうぞ。 

○木谷専務理事（北海道消費者協会） 

 オブザーバーの木谷です。 

 具体的な費目幾つかに分かれるかと思うんですが、泊原子力発電所の再稼働についてお伺いし

たいと思います。 

 値上げ申請によりますと泊原発の再稼働は１号機、２号機、３号機の順であると、しかし、７

月８日、再稼働申請した中では、３号機を最優先するということでございます。さらにきのう、

おとといの新聞報道等によりますと１号機、２号機の申請内容に不備があり、審査はかなりずれ

込むというふうに報道されておりまして、これでは値上げの申請書の中身と大きくかけ離れるの

ではないかということでございます。 

 ということは、この値上げの申請書そのものについての信頼性にかかわるということでもござ

います。値上げを申請してわずか２カ月半後にその順番ではありませんということを、再稼働申

請ということで公言したというふうにも受けとめられるわけでございまして、この点について北

電さんがどのように説明なさり、エネ庁さんとしてどういうふうに受けとめて対処されたのか、

それについてまずお伺いしたいということでございます。 

○安念委員長 

 北電さんのほうからコメントがありましたらお願いします。 

○酒井取締役副社長（北海道電力） 

 北海道電力の酒井でございます。よろしくお願いいたします。 

 今ご指摘がございましたとおり料金改定の織り込みにつきましては、１・２号機、３号機の順

番で原価の作成をしたところでございます。こちらにつきましては、４月に料金改定の申請を行

う段階で一定の想定のもとに、ある意味再稼働時期が明瞭でない中で、ある仮定を置いた形で設

定をさせていただいたものでございます。 
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 一方、７月８日に新しい規制基準ができまして、再稼働にかかわる規制への適合性といった申

請を行ってございます。こちらにつきましては１・２号、３号機同時に申請をさせていただきま

したけれども、通常でございますと発電所当たり１つの申請を審査するということになってござ

います。 

 今回１・２号機と３号機、設備状況も違うということから申請が２つに分かれてございまして、

どちらを優先するのかということでございましたので当社といたしましては、ほかの発電所さん

が申請している型式と同様である３号機のほうをお願いしますと、ただ、１・２号機についても、

決して遅れることなく審査をお願いしたいと思っていたところでございます。 

 今般、申請内容が準備不足であるという厳しいご指摘をいただいたところでございまして、現

在１・２号機の申請につきましては、しっかり内容を精査させていただきたいというふうに思っ

ているところでございます。 

 ３号機につきましては現在審査をいただいているところでございますので、こちらの対応につ

いてもしっかりやってまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○片岡電力市場整備課長 

 一定の前提のもとで再稼働を織り込んで原価の算定をされている、そのとおりでありまして、

それ以降いろいろな事情の変更によりまして再稼働の時期がおくれたり、場合によっては前倒し

になったりということはあり得るんだと思います。しかしながら、現時点におきまして、今ご説

明があったような再稼働の順番についての説明がありましたけれども、それが実際に確実に３号

機がいつから動くかとか、あるいは１号機はいつから動くかということが確定したわけではあり

ませんので、そういう意味で現時点でこの申請内容を修正するというだけの確定的な材料もない

ということだと思っております。 

 仮に今、想定されている算定よりも早く稼働が行われる、あるいは３号機は大きな発電所です

から、その分の稼働が早くて燃料費の削減が想定されたよりも大きく出てくるというふうになり

ますれば、当然原価に比べまして実績の費用は下がってくるわけであります。それは毎年毎年事

後評価をしていきますけれども、仮にそのギャップが大きくて確実に原価よりも燃料費が下がっ

ていると、原発の再稼働が想定よりも早くいって下がっているというようなことが確認されます

れば、北海道電力さんもそこでは値下げの実施を検討されるでしょうし、それが著しい場合には、

電気事業法に基づきましてその確認をした上で、必要な対応をとっていくということも考え得る

と思っております。 

○安念委員長 
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 木谷さん、いかがですか。何か引き続いてコメントやご質問はよろしゅうございますか。あり

がとうございます。 

 ほかにどなたかご発言いただく方はいらっしゃいませんか。 

 河野さん、よろしいですか。無理にとは申し上げないけれども。 

○河野事務局長（全国消費者団体連絡会） 

 ですから申請内容は、順番がかわっても今のご見解は、前提計画というかそこのところは変わ

らないというふうに、今のところでというふうに理解すればいいわけですね。 

○安念委員長 

 そうです。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 じゃ、松村先生にお願いしましょう。 

○松村委員 

 これは前回、東北と四国の料金審査の最後の回でも全く同じことを言った点です。最後の最後

までもめたところが北海道電力の査定でも同様にありました。もちろん理屈の立たない査定は決

してしなかったつもりですが、理屈の立つ範囲で、どちらが自然なのかで最後までもめた項目が

幾つかありました。 

 ピースミールに見れば事業者の方も、これは削り過ぎとお怒りのところもあるでしょうし、消

費者の方も、ここは踏み込みが足りないと思われるところもあるかと思いますが、全般としても

めたところが全て電力事業者に有利になったわけでもなく、逆でもなく決着しています。もちろ

んバランスを考えてそうしたわけではないが、結果的にそうなった。この査定に対してピースミ

ールで見て、ここは削り過ぎと電気事業者が、いろいろな形で文句を言う、あるいは太鼓持ちの

ようなアナリスト、有識者にそういう発言をさせることは可能だとは思いますが、そうするとき

には、他のところで、ここは削り足りないと怒り心頭に発していた委員もいて、まだ無念だと思

っている委員もいる、その顔も思い浮かべながら、ちゃんと考えていただきたい。ピースミール

で文句を言うことはできるのかもしれませんが、仮に言うとしても、そういう状況だということ

は理解した上でするべきです。 

 それから次に、取引所取引に関して、今回かなり大きな額を計上しました。これに関しても北

電は不満を持っているのではないかと思います。まず価格の調整をしなかった点です。北海道電

力がこれだけ売るとすれば価格が下がることもあるのではないかという考えです。電力システム

改革の結果として流動性が高まり、その効果が相対的に抑えられることもあるかもしれませんが、

確かに一定の価格低下はあるかもしれない。この点では確かに今回の見積もりは過大かもしれま
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せん。しかし、他方で、取引所での買いによる効率化を試算したけれども、今回の査定では織り

込んでいない。この分は明らかに過小で、本当ならもっと織り込めた、もっと査定できたのかも

しれない。 

 それからバランス停止電源を入れませんでした。これはスポット市場あるいは時間前市場だけ

を念頭に置けば非常に合理的であるわけですが、一方でスポットに対応するのは難しいかもしれ

ないけれども、先渡市場を使うことは考えられた。先渡市場はスポットと比べても極端に市場が

薄いので信頼できる価格の情報がなく、査定しにくいということはあります。しかし原理的には

スポット取引のシステム価格とシステマチックに大幅にずれることはないはずですから、スポッ

トの平均的な価格を用いて、仮に先渡市場で売れたとしたらどうなるのかという形で査定するこ

とは可能でした。その場合にはスポットでスパイクを起こした高い値段で売る機会は生かせませ

んので、金額はスポットほどではなくなるかもしれませんが、いずれにせよここを見込まなかっ

た点では、明らかに査定は過小だと思います。もっと査定できたはずです。 

 それから北海道管内での販売ですが、実績にかなりの程度上積みして考えたという点では、む

しろ過大じゃないかと思われるかもしれませんが、実績が低過ぎるというのは既に指摘したとお

りです。更にこの見積もりには、例えば北海道内の自家発が、価格状況を見ながら系統電源に置

きかえるとかという効果は一切考慮していない。それがどれぐらいあるのかは、市場が育ってい

ないからわからなかったから入れられなかったのですが、この分は全く入れていないということ

は明らかに過小推計だと思います。 

 したがって私は、今回のやり方では過大なところもあり過小なところもあり、したがって粗い

推計であることは認めますが、ある意味で適切な推計だと思います。今後の課題としては、より

精緻化すべきだということはあり得ると思います。しかし今回価格の低下を織り込まなかった、

だから不当だと判断する、非難するのは、余りにも一方的です。 

 それから次に、人件費、人員の削減に関してです。永田委員は先ほどあの説明で納得したと言

われましたが、全ての人間が必ずしも納得したわけではなかったということは、最後の最後には

納得したわけですが、ご承知おきください。私はあの北海道電力の説明、特に３つに分けたとこ

ろのその他の説明はまだ納得していない。契約当たりということを持ち出してくるのであれば、

それは自由化比率が低いところは有利になるに決まっていますから、それぞれ自分が有利な指標

を持ち出せば、それぞれが平均より上になるでしょう。それを言い出したら、平均と比べて見る

と言う基本方針が崩壊します。私は納得はしかねたのですが、ほとんどの委員が納得したという

こともあり諦めた。それと同時に、取引所取引でこれだけの額というのを見込み、そうすると今

までと次元の違う人員の対応だとかというのも、短期的には必要かもしれない、ということを考
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えて無理やり納得したので、もし取引所取引のところの控除収益を大幅に減額するという提案が

出てきていたら、私はここのところで最後まで譲らなかったと思います。全体として考えて、ピ

ースミールで見て削り過ぎだとかという議論をする前に、他のところでは削り足りないというこ

ともあるという点は考えてください。 

 それから調達の効率化ですが、北海道電力が他電力会社と同程度に効率的であったと認定し、

他の電力会社と横並びで調達の効率化の努力をお願いした。しかし一方で、一部の費目について

は、かなり他電力に比べて非効率的な部分があったではないか、それで踏み込まないのは査定が

甘いのではないかというお叱りはあり得ると思います。他方北海道電力は、他電力会社に比べて

も非常に効率的である項目もあったと認識しています。そういうところを総合的に考えて、確か

に非常に非効率的なところもあり、そこを見れば効率化努力を上積みすることはあり得たかもし

れないけれども、北海道電力独自の努力によって下げているところもあったのを、両方考えてこ

ういう結論になったのだということは、是非ご理解いただきたい。 

 北海道電力は、自分たちはこんなに頑張っているのに、この委員会は全然聞いてくれなかった、

頑張っている部分というのは一切反映してくれなくて、だめな部分だけ査定するなんてひどいじ

ゃないかと思っておられるかもしれないし、効率化努力の誘因がなくなると思っておられるかも

しれませんが、その効率化努力の説得力のある部分は、一応私たちはちゃんと受けとめていて、

そういうことを考えているから10％になったのだとご理解ください。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 確かに発電は自前でやるというのが当然の原則というふうに法令もできていて、購入・販売電

力料というのは、こういう言い方はちょっと悪いかもしれないけれども、つけたりというか、ち

ょっと軒先が出た程度の扱いというふうになっているというのは、ある意味で象徴的ですよね、

ここは。それは私も感じました。 

 ほかに何かご意見、コメント等ございませんですか。 

 それでは、当小委員会として査定方針案の案を、これで一応確定いたします。 

 ただ今後、修文等あるいは、てにをは等で、修正をする必要が出てくるかもしれませんのでそ

の点については、私にご一任をいただいてよろしゅうございましょうか。どうもありがとうござ

います。 

 それでは、必要がありましたら、今申しました修文等の修正をした上で、委員会の査定方針案

として公表したいと存じます。米国出張中の茂木大臣には事務局を通じてご報告をいたします。 
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 委員各位には、ご多忙のところ８回にも及び大変精力的なご議論をいただきました。また、オ

ブザーバーの皆さんもありがとうございます。それから北電さんにも、終始非常に真摯なお答え

をいただいたことを心から感謝いたします。 

 それじゃ、恒例ではございますけれども、これで一通り私どもの仕事は終わりましたし、私の

認識では当小委員会の活動も、これをもって終わりなのではないかなと期待を込めて思っており

ますので、何か簡単に一言ずつご感想なりコメントなりをいただきたいと存じます。委員の方の

多くはおととしの料金制度の有識者会議からもご参加をいただいておりますので、何も北電だけ

ではなくその全てを通じてのご感想でも結構でございます。 

 じゃ、梶川委員から何か。 

○梶川委員 

 私は去年の秋から参加させていただいたんですが、そのとき当初安念委員のおっしゃられた、

どちらの皆様からも納得いただけず非常に割の悪い仕事だというのを、ある意味では実感すると

ころでございまして、多分電力会社さんの方にも、随分ひどい話をするなと思われたかもしれま

せんし、消費者の方にも、余り満足のいく査定ではないなと多分思われたのではないかというよ

うな気はしております。 

 その中で私は、会計を専門とする者として先ほどもちょっと申した部分に重複するんでござい

ますけれども、実際にある意味で発生が合理的に予測されるコストという部分のところと、消費

者の方がしばしば言っておられた独占された商品を、消費者が選択可能性のない商品に関してそ

れを購入する場合に納得のいくコストといいましょうか、その辺がどのように考えられるべきな

のかと、当然その中には経営努力というものを、どのぐらい盛り込んでいただいて査定方針、審

査方針になっていくのか考えるべき点がある。 

 その間に感じられたことは、ある意味では企業というのは株主のガバナンスを受けるわけです。

普通の競争市場であれば株主のガバナンスで大体企業はガバナンスされるんですが、独占企業に

おいては価格規制という消費者からの、要するに販売価格からのガバナンスが必要であり、その

役割を我々が行政庁と協力しながらさせていただいているのかなと、この２つのガバナンスとい

う問題をどのように考えていくのかという点が、非常にこういう公益事業としての特殊性につい

て考えさせられ、今後も考えていきたいと思いました。 

 それからもう一つ、北海道電力さんなんかもその傾向があったんですけれども、過去の設備投

資などの過去に行われた経営意思に関しまして、新しい期に向かってそういったものから算出さ

れる、ある意味では会計的には防ぐことのできないコストなんですけれども、そのようなものを

どのように考えていかれるかという点について、これも今後この査定の中で考えていく必要があ
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るのかなと思いました。これは多分、先ほど来話題の購入・販売電力とか取引所を活用していく

というようなことになりますと、本来閉じられた体系での価格算定が徐々に広域に広がられると

いうことでしょうし、メリットオーダーに関してもある意味では非常に広域になると、これが広

域化することによって、電力の自由化は当然そうなんだと思いますけれども、それによって過去

に行われてきた設備投資について、誰が責任を持つのかという経営判断に生かしていくのかとい

うテーマ、それは過去のことだから全く関係ないんだということになると、その分をどこかが負

担をするとかということは起こってくるわけで、この辺は多分今後の電力改革に向かっては、長

期的なテーマとして語られておる必要はあるのかなというような気はいたしました。最後は余り

専門でもないところで当たっているかどうかわからないんですけれども、純粋の感想でございま

す。 

 微力で非常にご迷惑をかけたと思いますけれども、最大限させていただいたつもりでございま

すので、半年間ありがとうございました。 

 

○辰巳委員 

 こういう委員会の中にメンバーとして入れていただいたことで、今まで余りちゃんと料金の中

身なんて見たことがなかったものが、いろいろとよくわからせていただけたということで、また

こういうことを料金を支払っている消費者の側は、もっともっと自分で関心を持っていかなきゃ

いけないなというふうにまず思ったのが大きな印象、感想です。 

 それで、先ほどの木谷さんのご意見にもあったように、一応基本的には想定に基づいた申請で

あって、たとえこの直近３カ年のことということであっても、想定どおりいかないということも

いっぱいあろうかと思います。それから、例えばここで効率化を努力して10％にしてくださいと

いうふうに申し上げていて、努力したら意外と15％いけちゃったなんていうふうな話も出てくる

というふうに思うんです。そんな折にも、ぜひ15％いけたらやっぱりそれは15％として努力して

いただきたいというふうに思います。10％とこの審査委員会で言われたから、もう10％の努力で

いいんだというふうにならないでほしいなというふうに思っております。 

 そういう意味からも、今後の実績をきちんと見ていかなきゃいけないなということは、非常に

重要なことだというふうに思うし、さらなる値上げはあり得ないと思いますけれども、さらなる

値下げ、今回の審査の結果からまたさらに努力していただいて値下げにつながるようなことがあ

るんならば、それは私たちは大歓迎ですので、今回の数値に固執することなく努力していただけ

ればというふうに思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 
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○永田委員 

 今回の料金の審査に関しまして関係者の皆様に、多大なご尽力をいただきましてまことにあり

がとうございます。 

 私の感想といたしましては、料金審査の本丸の議論ではないんですけれども、やはり消費者の

皆様から情報公開についてどう考えるかとの指摘が多かったことをコメントいたします。この点

について、今、辰巳委員が付言されました。情報開示方法は、基本的には電気料金情報公開ガイ

ドラインの中で、原価算定期間においては経営効率化計画等を、決算時等で開示するという規則

がございます。私もこの経営効率化計画等を確認させていただく中で、やはりどうしても関係項

目の真実性とか網羅性とか客観性を、どのように消費者が読み取っていただくかという視点から

は、ある意味ではまだまだ制度として成熟していないなと考えております。定性的な情報として

努力をしていますとか、そういった定性的な説明ではなく定量的な説明を、いかに消費者の方に

伝えるのかというところが、大きな課題ではないかと考えております。特に原価算定期間後の事

後の原価の適正性及び透明性、客観性の担保を、事後評価等のプロセスでどういう形で実現でき

るのかということは、今後の制度設計の中で十分検討しなければならないと思っています。 

 したがってこういった情報を、必ず何らかの形式で情報開示するときにそれが客観性、透明性

があるのかということを、評価するというプロセスがございます。こういった評価制度を活用し

たり、そういう事後評価があること自体によってその情報の透明性、客観性が向上すると思って

おります。そのあたりは非常に難しい問題ですし、この料金審査会の検討範囲を超えるものと私

自身も認識しておりますが、これは行政当局の皆様を初めとする関係者の方々がぜひともご検討

いただきたい項目でございます。 

 長期間にわたりましてまことにありがとうございました。 

○八田委員 

 今回、この委員会は、これまでになかったように時間を使い、それから電力会社さんにとって

も非常に大きな負担をもたらすことになったわけですが、これによって今後に対する幾つかの示

唆が得られたと思います。 

 まず第１は、ここでの議論を通じてこれから使える基準が随分できてきたと思います。そして、

その基準を、今後はきちんと紙に書けば、電力会社の方たちにとっても事前に対応できるし、

日々そのことを考えながら行動するということができるようになると思います。それは１つのメ

リット。 

 第2に、現行の電力料金審査の基準自体がいろいろな問題を抱えていることが明らかになりま

した。これを機会に恐らく料金査定の決め方自身を考え直す必要があるんじゃないかと思います。
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委員会は、カットはするけれども、ほかと比べて自主的に低く申請したものは平均に合わせて引

き上げてくれないと、これじゃ不公平じゃないかとく電力会社の人達は考えてていらっしゃると

思います。私もそのとおりだと思います。そういうようなことに関しては、例えば１つ将来はそ

ういう基準があってもいいでしょう。 

 第3に、私がいつも言う発電の費用とそれから送電に係る費用が、特に最後の調整電力のとこ

ろではうまく会計分離されていないと思います。こういう点も改善する必要があるかもしれない。 

 第4に、実は今回の審査中には、言ってもしようがないから言わなかったけれども、やっぱり

原子力のことが背後には非常に大きく控えていると思うんです。再稼働ができないという判定が

された場合に、そのコストを電力料金でずっと見続けるというのが今の立て付けなんですが、私

は、将来はそれはないだろうと思います。それはやっぱり税金で見るべきだと思います。国の責

任があるわけですから何らかの形で国が買い取るとか、お金を払うとかいうことで見るべきだと

思います。 

 その根拠は何かというと、まずいろいろなエネルギーがある中で、電力料金だけ過去の行きが

かりでうんと高くして石炭も石油も高くしないということになったら、それは工場としては当然

電力を少なく使用し石炭や石油のほうを使おうとする。これは全く非効率的なことです。原価が

本当にそれだけ違うんならそれをやればいいけれども、過去の行きがかりでやっているならば無

駄だと思います。 

 そうすると何らかの形で国が買い取る必要があります。その場合その費用を政府ががどこから

捻出しない。、それは理想的には消費税とか所得税でしょうけれども、それは政治的に無理だと

すると燃料一般に薄く広くかけるのが一つの手だと思います。そうすると電気とガスといったよ

うな非常に代替関係が強いところのすべてに対してかけるから、薄く広く課税できるので、余り

非効率性が発生しないだろうと思います。それが政策当局にはぜひご検討いただきたいことです。 

 それから今度、仮に稼働が許されたものについてはどうかというと、今は保険料対応のものが

一応とってはいるんですが、事故が起きたときのためには、これは全然不十分だと思います。今

回の事故に鑑みて、いざとなったら国が補償も、事故後廃炉費用も、除染費用も面倒を見てくれ

るんですから、その政府支出に備えて、事前に保険料として国に対して払うという必要があると

思います。 

 そうするとその場合も、これじゃやっていけないということがあると思いますから、そのとき

もやはりこれは残念ながら、国がある程度の面倒を見なければ結局は料金に乗っけてしまうわけ

で、非効率が起きてしまうと思います。それで電力会社は原子力から自由になって、伸び伸びと

電力供給をできるというふうにすべきだろうと思います。 
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 最後、そうすると結局、沖縄電力が原子力を持っていなくて本土より20％高い料金でやってい

るわけですから、大体そんなところに落ちつくんだろうと思います。料金がそのように上がると、

当然日本の産業構造は変わります。変わってほしくないと言ったって変わるんで、それはそのこ

とを覚悟しなきゃいけないと思うんです。 

 その際に日本の電力料金の引き上げをどうやってできるだけ押さえるかというと、１つの余り

言われないことは、ピーク時には調整電力の値段で計画需要量や発電量と実績の差を生産するこ

とです。言ってみれば需給調整契約みたいなものをうんと今よりもうまく活用して、それによっ

て余計な供給力を余り持たなくても済むようにするということが一番削減の肝だと思うんです。

これは何も発・送電分離なんかする必要はなくて、今のまんまでもできると思います。私の希望

としては将来の査定の一つの基準に、差分精算価格に調整電力の限界費用をうまく導入したかと

いうのがあっていいんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○松村委員 

 まず４点、今後もし万が一別の会社から値上げ申請が出てきたら、そのようなことはないのが

望ましいとは思いますし、もしなければ今から言う４点は無駄になるわけですが、しかし、万が

一出てきたときのために４点、それからそれ以外の点を２点発言させていただきます。 

 仮に万が一出てきたとしたときには、まず今回やった取引所取引を活用した控除収益の査定を

きちんとやるべきだと思います。今回、四国電力と北海道電力だけやりました。これをやったの

は、予備率が高かったということもあるし、ピークの時期が他の地域とずれていればもっと稼げ

るかもしれないという事情もあって、それから全体の値上申請の構図が非常にわかりにくかった

ので、理解するためにもこの調査が必要だということでやったというわけです。しかし実際にや

ってみたところ、それなりの量が出てきたわけです。 

 価格の部分は先ほど言いましたが、量の部分に関して言えば、バランス停止を考えないとか、

あるいは買いの方を考えないとかというような明らかに過小であってもこれだけの量が出てきた。

私たちが予想したよりも、少なくとも私が予想した量よりも多い量が出てきた。これは、両電力

のように一見して変だと思えるところでなくても、精査すれば申請と査定値の間に大きな乖離が

出てくる可能性があることを示唆していると思います。 

 北海道電力に関しても四国電力に関しても、もともと出してきたものが、本当は高い取引量に

なるはずなのにわざと隠したということでは決してなく、誠実に電力事業者の今までの発想から

したらこれぐらいというのが出てきたのだと思いますが、それでも外からの目から見れば相当過

小だった。ということは、他の電力会社でも同じことが起こる可能性は十分ある。 
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 したがって今後申請が出てきたときには、その会社に関して予備力が高いとか低いとかという

ことに関係なく、売りと買いの両方を精査してみることが必要だと思います。それをどう反映す

るのかは、また別の問題としてきちんと考える。その場合には例えばスパイクを起こしているよ

うなところでは、実際には大量に売りが出てくればそこまで大きなスパイクを起こさないとか、

そういう類いのことも含めてどう調整するのかはこれからの課題としてちゃんと考えるとして、

私は今後本格改訂を出してくる全ての会社についてやるべきだと思います。 

 そう言うと今度は、関西電力、九州電力、東北電力ではやらなかったじゃないか、それなのに

インコンシステントだと言う人が必ず出てくると思いますが、私たちは今回の査定の経験で学び、

必要だということを認識した、したがってこれを生かした改善策と位置づけて、今後はやるべき

だと思います。 

 ２点目、人員に関してです。人員に関して先ほど永田委員が冒頭でコメントをされたわけです

が、ある種の調整で説明できると多くの委員が納得した事実は、重く受けとめるべきだと思いま

す。あるいは四国電力に関しては、負けている部分もこう説明がつく範囲のところは認めたとい

うことをやったということは、逆に言えば、今までのやり方が余りにもラフ過ぎたということで

す。 

 こういう調整を認めたわけじゃないけれども、一番わかりやすい例で言うと、例えば、北電が

小さな会社は人員がある程度必要となって当然だというようなことをおっしゃり、もし仮にそれ

を認めたとして、小さなところということを補正すれば決して負けていないと認定したとする。

もしそれが真実だとすると今度は、大きなところは全く補正しないで、小さなところと大きなと

ころを全部ならした平均に比べて大きな会社は勝っているから大丈夫、査定しないというのは、

いいかげん過ぎたということを意味しているのだと思います。 

 今回補正を受け入れた委員は、納得した委員は、その責務として、これからは、平均に比べて

勝っているから大丈夫といういいかげんな査定をしないことが必要になると思います。例えばま

だ申請が出てきていなくて、実際に出てこないことを心の底から願っていますが、仮に中部電力

が値上げ申請を出してきたときに、９社あるいは10社平均と比べて勝っているから大丈夫、人員

の査定必要なし、そういうラフな査定をしてはいけないということを、今回の結果が示している

と思います。例えば規模で似通っている関西電力と比べてどうかとかも、追加してきちんと見る

ことが必要になってくるのだと思います。 

 今後はこのような形できちんと査定することが不可欠になってくるし、あるいは四国電力の場

合、今回増員を、負けている部分からプラスの部分を認めたのは特殊な事例があってそうしたわ

けですから、平均を計算するときにはそれを除くべき。この後申請が出てきた会社でまた特殊要
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因というのを考えるときには増員を認めるわけですから、それとコンシステントなやり方は、特

殊要因で増えている部分は全部除いて平均値をとるべきだと思います。四国電力の増員はもちろ

んそうですが、東京電力の賠償対応、それから廃炉、通常の廃炉でない事情のためにかかる要員

は明らかに特殊要因ですから、これらの特殊要因はきちんとコントロールした上で平均をはかり、

人員が過剰でないかどうかを見る必要がある。 

 ３点目、報酬率です。今回の場合には震災後から既に決まっている仕切り日まで２年数カ月ろ

なので、２年程度というのとインコンシステントではないというのは最後には納得しました。し

かし、仮にもし万が一今後出てくるところがあり、仮に２年11カ月というのが出てきたときに２

年11カ月を、私の日本語の感覚では２年程度とは呼びません。そのようなものが出てきたときに、

またβ値の推計において震災後からずっととるということをすれば、私はもしその時点で再度委

員に選ばれていれば、明確に反対することになると思います。恣意的な運用にならないように、

２年６カ月ぐらいまでならぎりぎり四捨五入して２年程度かもしれませんが、それを超えるよう

なものは、さすがに２年程度というルールを変えない限りは難しいと思います。この点は、また

もし万が一出てくればもめると思いますが、そのように整理すべきだと私は思います。 

 次に、委員会が査定の経験を積み、その結果として査定の精度が上がり、だから遅く値上げ申

請を出す方が不利になり、それは値上げをしないでできるだけ頑張ったところが不利じゃないか、

ひどいじゃないか、だから今まで見逃していたところは当然今後も見逃すべきだという議論も、

この後きっと出てくると思います。私はこの議論はおかしいと思います。私は学んだ結果として

精査できるようになったものは精査すべきだと思います。 

 逆の動きだってあります。今回、東北電力が石炭の熱量補正について説得力のあるデータを出

し、これが初めて認められた。今まででも潜在的には認められる余地はあったのだけれども、精

査に耐え得るようなデータを初めて出してくださったということで突破口ができたわけです。今

後の会社はそれをまねることもできるということもあるし、こういう説明なら納得されるという

ことを学んだということもあるわけですから、一方的に後に出す方が不利なことばかりではない

と思います。 

 過去粗かった点に関して、過去との整合性を保つために粗いまま維持するのではなく、学んだ

結果はどちらの方向にも、一般電気事業者に有利な方向にも不利な方向にもちゃんと直していく

べきだと思います。 

 以上が、もし万が一今後出てきたとすればこうすべきであるという私の意見です。 

 それから次に、北電に限らずこれまでの査定の過程で多くの不満が電力会社から出てきました。

効率化の努力が認められないじゃないかと、全体として石炭火力発電所はこんなに効率的なのに、
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石炭購入価格のところだけ見て非効率的だとかと言われるのはおかしい。諸経費とかも込みで全

体として見るべきなのに、諸経費を頑張って下げている部分はちっとも認めてくれなくて、石炭

の購入価格が高いところだけ査定されるのはおかしいじゃないか、こんなことなら努力するイン

センティブを損なうじゃないかなどということを言われた方もいたようです。その点は制度設計

の過程では重要な点で、重く受けとめるべきだと思います。しかし、一般電気事業者にそんなこ

とを言う資格があるのかというのは、私は不満に思っています。 

 震災前、大昔のことを今更言ってもしようがないのですが、ごく部分的に、ほんのささやかに

プライスキャップを導入しようと試みたとき、見苦しいほど抵抗してこのプランを葬り去り、あ

くまで総括原価に基づく価格を維持したのは一体誰だったのか。プライスキャップは、正に丼で

見るという発想、不必要に項目を細かくしないでざっくり見る発想ですよね。全体として効率的

なのであれば個々のところは見ないというやり方なわけで、それをほんのささやかに入れようと

したのを、あれだけ抵抗して潰した人が、総括原価でこういうやり方をしたら効率化の努力をし

なくなるじゃないかと言う資格が本当にあるのか。一般電気事業者にその資格があるのか。あの

時だって総括原価の発想を維持するという結果に終わったときに、これまで私たちは十分努力し

てきたし、これからも努力していく、という前提があって、この制度が継続されたわけですから、

こんな運用をされたら効率化の努力をするインセンティブがないなどと、今更言うなんて、どこ

まで恥知らずなのかとすら思いたくなります。私たちが第三者として制度設計の際に、インセン

ティブを損なわないようにこれからも考えていかなければいけないという点は、真摯に受けとめ

ます。しかし私は一般電気事業者がそんなことを言う資格があるのかという点に関しては、相当

に不満を持っています。 

 最後の点です。今回システムの経費に関してかなり査定をしたけれども、全額認めないあるい

は８割認めないという案に比べれば穏当な結果になり、これはこれで妥当だったと思います。そ

の過程で私は北海道電力の役員から非常にうれしい発言を聞きました。電力システム改革があっ

たとしても、まだ姿が見えていない、完全には詳細まで見えていない電力システム改革があった

としても、大幅な追加コストをかけることなく迅速に対応できますとはっきり言っていただいた。

電力システム改革に伴うこの手のシステムの改革費用は、そんなに大きくないということがわか

った点は、私は別の文脈でとてもうれしかった。 

 しかし、ひょっとしたら今後、お客様対応のシステム改革のコストはたいしてかからないけれ

ども、別のところのコストはめちゃめちゃかかりますと、だから電力システム改革をするとすさ

まじくシステム周りのコストがかかりますという訳のわからないことを言ってくるかもしれない

とも思うのですが、私は電力会社はさすがにそこまで恥知らずではないと思います。今回公開の
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場でこういうことが明らかになった後で、そういう説得力のないことを言い出せば、さすがに電

力会社がどういう体質の会社かを世の中に示すことになると思うので、そういう無体なことはき

っと言わないと思います。その点では、この料金審査委員会とは全く関係ないことですが、大変

貴重な情報を得られたと思います。 

 以上です。 

○南委員 

 私は昨年の秋から、つまり、関西電力、九州電力の値上げ申請からこの委員会に加わっていま

す。その前には東京電力の第三者査定の委員会でデューデリを法務として担当したので、それな

りに電気料金はわかっているつもりで参加したのですが、意外とわかっていないということが改

めてわかったことと、委員会を通じて勉強してきたつもりですが、最後の最後の北海道電力さん

のところに来てもまだまだ新たに勉強する点が非常に多かったという点は、驚きました。非常に

難しいですねということがよくわかりました。なので申請する電力会社さんサイドも、暗中模索

の中申請しなきゃいけない点がたくさんあったんではないかというふうにご推察します。 

 北海道電力さんに関しましては、公聴会も出席させていただきまして、夏がピークではない電

力会社さんであって、ピークの冬の暖房需要に対してオール電化を啓蒙してきたという特色があ

った関係で、他地区では見られないいろいろなご意見が出たなという印象を持っています。 

 そもそもの原発への不安というのは、これはどこの電力会社さんの公聴会に行っても同じだし、

世間一般皆そうなんですが、原発に関連する費用の電気料金での負担というのは、八田先生がご

示唆されたとおり、改めて今後は考えていかなきゃいけないところだろうと思っています。再稼

働が認められなかったときの廃炉の負担などを、電気料金と遮断していく、もしかしたら電力会

社さんと遮断していくというところを、どういうふうにデザインしていくのかなというところが

課題だろうと、公聴会に行って改めて認識させられました。 

 電気料金を決めるシステムにつきましては総括原価方式があり、それに基づいて査定を一生懸

命やったつもりでございますけれども、細かい点の、これはどうかな、これはちょっとおかしい

んじゃないかというところを除きましても、全体的に雑駁とした違和感があるという点は否めま

せんので、これも八田先生がおっしゃったとおり、新たな原価を決めるシステムというのが要る

んだろうなと率直に思っています。 

 私は弁護士ですけれども、事業再生とか企業再生という分野をなりわいにしていますので、大

体再生といいますか、財務的に若干窮境に陥ったときにいろいろな利害関係人に対して様々なお

願いをしなきゃいけない中で、例えば金融機関に査定を受けるとか、その他の事実上の査定を受

けるという現場にいる人間でございますが、電力会社の皆様も、いろいろ厳しいことを言われて、
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何で人件費や役員の人数や報酬まで言われなきゃいけないんだとか、いろいろ思うところはおあ

りでしょうけれども、もちろん電力会社の皆様は市場から退出する自由がないという特殊な環境

下にあるとはいえ、はっきり言って、この程度の査定で値上げを認められるならいいですねとい

うか、甘いですねというぐらいの、レベル感での手続だと思っています。多分民間の現場はもっ

と厳しく、値上げも実現できず、さらなるリストラを求められ、企業が事実上解体されるような

現場もありますので、平場の企業はもっと大変な査定を受けているということを、ぜひ電力会社

さんにもご認識いただいて、厳しい査定がなされてはいますけれども、まだまだ自分たちは守ら

れているよねという認識をお持ちいただければなと思いました。これが私の感想です。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それじゃ、オブザーバーの方からも、よろしければ一言ずつどうぞ。 

 木谷さん、どうぞ。 

○木谷専務理事（北海道消費者協会） 

 私は札幌におりまして地域の消費者団体も結構忙しくて、この委員会に半分も出席できません

でしたが、それで議論の進みぐあいをかなり理解していない部分がありまして、私の頭の中では、

ちょっと申しわけないというか、じくじたるものがございました。 

 北海道はご承知のとおり第一次産業の地域でございます。寒冷地でもございます。ほかの地域

とちょっと違う状況でもございまして、またこの電気料金あるいはエネルギー問題について地域

の人たちのために一緒に考えて、また、言うべきことは言っていかなければいけないかなと思っ

ております。 

 今回の委員会のオブザーバー出席どうもありがとうございました。 

○河野事務局長（全国消費者団体連絡会） 

 つい２日前も同じような感想を申し上げたかなと思うんですけれども、もう一度言わせてくだ

さい。 

 本当に委員の先生方、それから事務局の皆さん、説明責任を果たすためにここにいらしている

電力会社の皆さん、消費者としまして、本当にこういう場を設けていただいて少し理解に近づい

たかなというふうに本当に思っております。 

 電気料金の値上げ、牛乳も値上げするという報道がここ出ています。当然円安でその餌代も上

がっているからで、酪農業というのは非常に厳しい現状でずっとやってきていて、今ここで価格

転嫁しなければいけないと私たち消費者はその背景が理解できるんです。ある意味理解できる。
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電気料金の値上げも多分、背景とすると似た感じだと思うんです。 

 ただ、牛乳の場合は私たちは、生活防衛ができるんですよ。ほかからも選べるし、例えば自転

車で遠くのスーパーまで行って10円安いものも選べる。それから究極の選択としてしばらく牛乳

は買わないとかそういうこともできます。ただ、電気料金は全く違いますよね。本当に私たちの

ふだんの暮らしを支えてくれている本当になくてはならない大事なインフラです。ですからその

料金のあり方というか決め方というのは、やはり消費者にとってみると非常に関心を持たなけれ

ばいけないことだというふうに思っています。 

 ここに出させていただいてわかったことは、非常に料金の決め方が複雑で、南先生がおっしゃ

るのの何百倍も私にとってみると複雑でわからなかった。ここにいらっしゃる委員の先生方がそ

こを、非常に言葉をいろいろ導いてくださって、私たち、その料金を払う側にとってもこういう

ことなんだよというふうに大分導いてくださったと思いますが、なかなか透明性がありそうで一

般の消費者には不透明な値上げの審査過程だなというのが単純な感想でございます。 

 もう一つお伝えしたいのは、3.11を経て電気のあり方というか電力のあり方というのは、やは

り変わっていかなければいけないというのもぜひお願いしたいと思います。これまでずっとやっ

てきた、これまでもこうだった、ほかと比べてこうだと、その論理を私たち消費者に突きつけら

れても、私たちはそれだけで納得する状況ではないということをわかってください。 

 国民の声では、例えば経営努力が足りないとか、人件費が高過ぎるとか、本当に目に見えると

ころしか私たちは言えませんけれども、でも、その国民の声に出てきたところが、多くの私たち

消費者が、これまで電力会社さんをどう見てきたかという非常に正直なところが出ていると思い

ます。ぜひその事業者さんのセンスというのをこれから見せていただきたいと思います。これま

でずっと競争相手がいないで、コスト意識をそれほど持たずに全て報酬まで丸抱えで申請できた

時代から、ぜひ事業者のセンスということを考えて、これからの電力の供給のあり方を考えてい

ただければと思います。 

 システム改革、それからエネルギー政策、今後私たち消費者は、いろいろな課題を突きつけら

れていますけれども、そのことにちゃんと真摯に向かっていきたいと思っています。ぜひ全て私

たちに情報を出していただいて、応分の負担はしますから、私たちがどういう努力をすればどう

いう責任が果たせるのかというところで、今後も透明性のある議論を続けていただければと思っ

ています。 

 長くなって申しわけありません。皆さん、ありがとうございました。 

○安念委員長 

 こちらにおりますエネ庁の幹部連は、別用がございますので途中で退席させていただくかもし
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れませんので、それをお含みの上お願いいたします。 

 長谷川さん、どうなさいますか。 

○長谷川消費生活情報課長（消費者庁） 

 短く。 

○安念委員長 

 そういう意味で言ったんじゃなくて、おっしゃることがもうないかなと。 

 どうぞ。 

○長谷川消費生活情報課長（消費者庁） 

 まず今回の査定方針案におきまして、これまでの電力会社プラスアルファ、こちらのチェック

ポイントでも示させていただきました卸電力市場の活用ですとか、それから退職給付金の算出、

そして情報処理システムの委託の費用の話につきまして、査定方針案におきまして具体的な査定

の方針をお示しいただいたと思っておりますので、これからよく検討してまいりたいと思います。 

 それから全般的には、本当に今回皆様のおかげで手続の透明性の問題ですとか、それからあと

料金の妥当性の検証の具体的なスキームと申しますか、それがかなり明確化されたと思っており

まして、他の公共料金の分野におきましても参照すべき改善になっているということであります。

一方で、公共料金の料金規制の難しさ、課題がクローズアップされたということも事実でござい

まして、今後各省庁と連携してまいりたいと思っています。 

 以上です。 

○酒井取締役副社長（北海道電力） 

 このたびの電気料金値上げ認可申請に際しましては、安念委員長を初め各委員の皆様、オブザ

ーバーの皆様、そして事務局をお務めいただいた資源エネルギー庁の皆様に対しまして、厚くお

礼を申し上げます。 

 申請から３カ月の間に８回の委員会を開催していただき、また、本日につきましては、お昼休

み時間にもかかわらず委員会を設けていただくなど、非常にお忙しい中で審査いただきまして、

このたびの査定方針案を取りまとめていただいたことにつきまして重ねてお礼申し上げます。 

 この審査会の当初、積雪、寒冷、広大、過疎を理由にしてはいかんというお話をいただいてご

ざいます。当社といたしましてもそういった経営環境ではございますけれども、他社並みの電気

料金の達成ということに頑張ってきて、それを実現してきたというところでございます。今回、

料金の値上げをお願いせざるを得ない状況となり、ご負担をお願いすることになりますお客様、

また、他社並みの料金の達成に頑張ってきた社員に、本当に申しわけなく思っているところでご

ざいます。 
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 当社といたしましては、現時点で考えられる効率化を織り込んでおりますけれども、今回の査

定の内容をしっかり精読させていただきまして、この方針案の内容を経営に反映できるように、

知恵を絞ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 また、このたびの料金の値上げ認可申請に際しまして、この委員会を初め、公聴会、国民の声、

また、当社が開催いたしました説明会におきましても、値上げの理由がわかりづらい等々のご意

見をいただいているところでございます。こういったことにつきましても、今後皆様のご理解を

いただけるように説明責任を果たしてまいりたいというふうに思っております。 

 引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 

○高橋電力・ガス事業部長 

 安念委員長を初め委員の皆様、精力的なご審議ありがとうございました。先日に続きまして本

日は北海道電力を取りまとめいただきました。この後、消費者庁様に協議をさせていただいた上

で、大臣にも判断を仰ぐというプロセスをとらせていただければと思っております。 

 また引き続きいろいろな場でご指導を賜ると思いますけれども、よろしくお願いいたします。

北海道電力の皆さんもご苦労さまでございました。 

 

３．閉会 

○安念委員長 

 では、私からも全ての関係者の皆様に心から御礼を申し上げまして、きょうの会議はこれで終

わります。どうもありがとうございました。 


